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農地バンク
ひょうご農林機構

農地バンクを活用するとこんなメリットがあります。

農地バンクを通じた農地の貸し借りについては、農地のある市町、下記までお問い合わせ下さい。

●集積・集約された農地を長期に安定して借入でき、効
　率的、安定的な農業経営ができます。

●地主（農地の出し手）が多数いても、契約は農地バン
　クとだけなので、契約事務が軽減されます。

●農地バンクを通じて未整備田や急傾斜地の農地を借
　り受けた場合、奨励金が交付されます。
　※奨励金を受けるためには要件があります。

●契約期間終了後、農地はお手元に戻ります。
●賃借料がある場合は機構がまとめてお支払いします。
●農地中間管理事業なら贈与税・相続税の納税猶予は
　そのままです。
●農地バンクへの貸し付けは農業者年金制度の経営承
　継に該当します。
●貸し付けた農地の固定資産税が1/2に軽減されます。
　※税の軽減を受けるためには要件があります。
●農地バンクに貸し付けた人、地域に機構集積協力金
　が交付されます。
　※機構集積協力金を受けるためには要件があります。

農地バンクは公的機関だから
　　　安心して農地を貸せます。

農地バンクからまとまった農地を
　　　　　　　　借りられます。



1.市街化区域外の農用地等に限ります
2.農用地等を借り受ける期間は、原則10年以上とします
以下の農用地等は借り受けません。　
•農用地等として利用することが著しく困難なもの
•借受希望者が見込まれないもの など

賃料はどのように決めるのですか。

当該地域の標準的な賃料を参考にして、出し手・受け手双方が
話し合いのうえで決定します（使用貸借（無料での農地の貸し
借り）も可）。なお、物納（米など）での契約は行っていません。

果樹の植栽、パイプハウスなどを設置する場合は、出し手・農地バン
クの同意が必要となりますので、事前にご相談願います。

農地には土地改良区の賦課金等がかかりますが、誰が支払うのですか。

地域の実情に応じて、出し手または受け手から直接支払ってい
ただくことになります。どちらが負担するかは、契約前に明確に
していただく必要があります。

中途解約はできますか。

やむを得ない事情があり、出し手と受け手双方が納得すれば、解約
は可能です。

契約期間中に受け手が耕作できなくなった場合は、どうなるのですか。

次の受け手がいる場合は、その人に貸し付けます。なお、１年間次の受け
手が見つからない場合は、出し手に農地をお返しすることになります。

農地中間管機構が借り受ける農用地等の基準

よくある質問

一般的な事務手続きの流れ
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農用地利用集積等促進計画の認可／公告

農用地利用集積等促進計画の決定/県への申請

利害関係人の意見聴取（ホームページにて） ※地域計画区域外のみ

農用地利用集積等促進計画案の作成／農業委員会への意見聴取

農地の出し手　借受希望の申込（随時受付）

農地の受け手　農地の貸付希望の申出（随時受付）

と貸付農地の決定

農地の出し手 農地バンク 農地の受け手

農地の出し手

農地の受け手

農地の受け手

※地域計画区域内：受け手は目標地図に位置付けられた者等であること

※地域計画区域外では引き続き農用地利用集積計画による農地の貸し借りも可能です（令和７年3月31日まで）

令和５年４月~農地の貸し借りの法律が変わります！

借り受けた農地に果樹を植栽することができますか。
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